
質疑回答書 

2026 年 2 月 3 日  

参加者各位 

町田市長 石阪 丈一  

質疑に対し、以下のとおり回答いたします。 

【件名】   町田市包括的道路植栽管理業務委託（北地区） 

【担当者名】 道路部道路維持課工事係 
 

【電話】直通 042-724-4458 

 質問内容 回答内容 

質問１ 

契約代金の支払いは、出来高に関係なく契約

金額を 5 年で割り、1 年ごとの金額を算出して

毎年同額を年数回に分割して代表企業に支払

われるのでしょうか。 

 

質問２ 

提出書類の業務責任者実績書は「類似契約が

複数ある場合は代表的な 2 件を記載」とあり

ますが、「実績数も評価の対象」とあります。

類似契約が 2 件以上ある場合はすべて記載し

た方がいいのでしょうか。 

 

質問３ 

提案書に記載する入札参加資格者受付番号

は、東京電子自治体共同運営電子調達サービ

スにおける共同企業体の代表企業の受付番号

で問題ないでしょうか。 

 

質問４ 

天災などによる緊急対応が発生した場合の業

務範囲や費用負担についてはどのようにお考

えでしょうか。 

 

質問５ 

今後間伐や街路樹撤去を予定している路線も

あるかと思いますが、その伐採作業は業務に

含まれるのでしょうか。 

 

質問６ 

街路樹診断実施報告書により C 判定の街路樹

があった場合、その樹木の伐採作業は業務に

含まれるのでしょうか。その場合の伐採など

は市の直営で対応していただけるのでしょう

回答１ 

協議の上、決定します。 

 

 

 

 

回答２ 

総括管理者及び業務責任者実績書において、類似

契約が複数ある場合は２件の記載をお願いしま

す。 

 

 

 

回答３ 

問題ありません。 

 

 

 

 

回答４ 

天災等による大規模災害は含まれておりません。 

 

 

 

回答５ 

含まれておりません。 

 

 

 

回答６ 

含まれておりません。 

 

 

 



か。 

 

質問７ 

上記の伐採作業等が業務に含まれる場合、そ

の費用などは予定価格の積算で計上されてい

るのでしょうか。 

 

質問８ 

【要求水準書 P4（4）対象施設】の低木（52,297

㎡）の寄植剪定面積は【参考資料】作業箇所

一覧のすべての路線の低木を年に 1 回刈込む

想定の数量ですか。 

 

質問９ 

【要求水準書 P4（4）対象施設】の植栽管理

業務高木 6,926 本は業務範囲内の高木の総本

数でしょうか。1 年間または 5 年間の作業出来

高本数の想定値でしょうか。 

 

質問１０ 

【要求水準書 P4（4）対象施設】の街路樹診

断業務高木 2,018 本は業務範囲内のサクラ、

ケヤキのみの総本数でしょうか。1 年間または

5 年間の診断出来高本数の想定値でしょうか。 

 

質問１１ 

【要求水準書 P4（4）対象施設】の草刈（41,616

㎡）街路樹管理分や草刈（111,974 ㎡）道路草

刈分は【参考資料】作業箇所一覧のすべての

路線の草刈範囲を年に 2 回草刈した場合の合

計数量ですか。 

 

質問１２ 

【要求水準書 P4（4）対象施設】に示されて

いる「道路清掃 1 路線 尾根緑道」は【要求

水準書 P25（5）清掃管理】の記載内容という

認識で間違いないですか。 

 

質問１３ 

市民要望等の対応の要否を発注者が決める際

の判断基準や、こういう場合は対応が必要、

こういう場合は対応は不要などの具体例がも

しあればできるだけ詳細に教えてください。 

 

 

 

 

回答７ 

含まれておりません。 

 

 

 

回答８ 

１年間の想定数量です 

 

 

 

 

回答９ 

業務範囲内の高木の総本数です。 

 

 

 

 

回答１０ 

サクラとケヤキの総本数で、５年に１回の診断を

想定しています。なお、回答１６もご参照くださ

い。 

 

 

回答１１ 

１年間の想定数量です。 

 

 

 

 

 

回答１２ 

その通りです。 

 

 

 

 

回答１３ 

性能要件を満たしていない場合は対応を要求しま

す。 

 

 

 

 



質問１４ 

例えば落ち葉の清掃依頼の要望がきた場合は

対応の必要がありますか。 

 

 

質問１５ 

【要求水準書 P19（3）】①情報の共有化の項

目で「町田市が導入しているシステムの検討

も行い」とありますが、現在利用できるので

しょうか。受託者側が利用できる機能として

はどのような機能があるのでしょうか。 

 

質問１６ 

街路樹診断業務はケヤキとサクラのみを対象

としているとのことですが、全体診断の結果

を踏まえて発生する機器診断やフォローアッ

プ診断の費用は契約上限金額の中で見込まれ

ているのでしょうか。 

 

質問１７ 

物価や労務単価等の大幅な上昇が生じた場

合、契約金額について協議させていただくこ

とは可能でしょうか。 

 

回答１４ 

必要ありません。 

 

 

 

回答１５ 

現在のシステムでは受託者側での活用は出来ませ

ん。今後システムが変更となった場合は、活用の

検討を依頼することになります。 

 

 

 

回答１６ 

その通りです。 

 

 

 

 

 

回答１７ 

可能です。 

 

 


